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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年３月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成３１年４月９日 ２２時４２分ごろ 

発生場所 鹿児島県鹿児島市鹿児島港 

鹿児島港本港南防波堤北端 

（概位 北緯３１°３５.５′ 東経１３０゜３４.５′） 

事故の概要  砂利運搬船第八十八親
おや

力
りき

丸は、北北西進中、防波堤に衝突した。 

 第八十八親力丸は、左舷船首部外板に破口等を生じた。また、防波

堤は、コンクリートに擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成３１年４月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

砂利運搬船 第八十八親力丸、６９２トン 

１３３６３７、親力海運株式会社（Ａ社） 

 ８１.００ｍ×１４.５０ｍ×７.４５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成７年３月１６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４８歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成４年１１月２５日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２９年９月１２日 

  免状有効期間満了日 令和４年１１月１４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷船首部外板に破口及び凹損等 

防波堤 コンクリートに擦過傷  

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 東南東、風力 ３、視程 ４海里（Ｍ） 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  本船は、船長ほか５人が乗り組み、砂約１,１５０tを積載し、平成

３１年４月９日１１時２０分ごろ、鹿児島県姶良
あ い ら

市加治木港に向けて

熊本県八代
やつしろ

市八代港を出港した。  

 本船は、鹿児島県指宿
いぶすき

市知
ち

林
りん

ヶ島東方で、１号レーダーを６Ｍレン

ジ、２号レーダーを３Ｍレンジでそれぞれコースアップ表示とし、Ｇ

ＰＳプロッターを使用し、２０時００分ごろから当直の船長が自動操

舵の針路を約３４３°（真方位、以下同じ）に設定し、操舵室中央に
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設置された椅子に腰を掛け、約１３ノット（kn）の対地速力で北北西

進した。 

 船長は、２２時１８分ごろ右舷船首方の鹿児島市神瀬の正横距離が

近いと思い、約５°左転し、２２時３３分ごろ神瀬から更に離れるよ

うに約５°左転して、神瀬西方を過ぎたところで、２２時３５分ごろ

約５°右転し、再び針路を約３３８°に設定した。 

船長は、そのあと鹿児島港本港南防波堤（以下「本件防波堤」とい

う。）東方で右転しなければならないと思っていたところ、居眠りに

陥って２２時４２分ごろ衝撃で目を覚まし、本船が何かに衝突したと

思って直ちに手動操舵に切替えて主機を一旦中立とし、レーダー及び

ＧＰＳプロッターの画面を見て、場所及び周囲の状況を確認した。 

船長は、本件防波堤の北端付近に衝突したことを認識し、Ａ社に連

絡するとともに海上保安庁に本事故の発生を通報し、また、本船は、

鹿児島港本港区北北東方に投錨後、後日加治木港に入港して応急修理

を実施した。（写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本船左舷船首部（入渠後） 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 船長は、八代港入港の前に、前日から停泊した熊本県熊本市熊本港

において約５時間、八代港出港後の航海中に約６時間の睡眠をとり、

当直についてから身体的な疲れや睡眠不足を感じていなかったので、

少し眠気を感じていたものの、椅子に腰掛けたままの状態で、操船を

続けた。 

本船の船橋航海当直警報装置は、本事故時には稼働状態であり、１

回目の警報（船橋内）が作動するまでの休止時間は３分に設定されて

損傷箇所 

応急修理箇所 
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いたが、衝突の前に警報は作動しなかった。 

船長は、以前、航海当直中に居眠りをしたことはなく、ふだん眠気

を感じた際は、コーヒーを飲んだり、ウイングに出て外気に当たるな

どして眠気を払拭していたが、本事故の前は、弱い眠気だったので操

船に支障はないと思っていた。 

船橋内は、本事故の前には、雨が強かったので窓を閉めた状態であ

ったが、空調が効いて適温に保たれていた。     

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし   

 本船は、鹿児島港本港区南東方を自動操舵で北北西進中、単独で操

船中の船長が、少し眠気を感じたものの、支障はないと思い、椅子に

腰掛けた状態で操船を行っていた際、居眠りに陥り、本件防波堤に向

けて航行を続けたことから、本件防波堤北端に衝突したものと考えら

れる。 

船長は、神瀬西方で右転の操作を行った後、居眠りに陥ったものの

何らかの動作を行って船橋航海当直警報装置のモーション検出器に検

知されたか、あるいは居眠りに陥ってから衝突するまでの時間が同装

置の休止時間の３分以内であったことから、同装置が作動しなかった

可能性が考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、鹿児島港本港区南東方を自動操舵で北北

西進中、単独で操船中の船長が、少し眠気を感じたものの、支障はな

いと思い、椅子に腰掛けた状態で操船を行っていた際、居眠りに陥

り、本件防波堤に向けて航行を続けたため、本件防波堤北端に衝突し

たものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航海中に眠気を感じた時は、少しの眠気でも、時々、椅子等から

立ち上がったり、コーヒーを飲むなど、居眠りを防止する措置を

採り、眠気が取れないときは他の乗組員に当直を交代すること。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島県 

鹿児島湾 

宮崎県 

桜島 

鹿児島市 

鹿児島港本港 

南防波堤北灯台 

本船航跡（ＡＩＳデータ） 

事故発生場所 

（平成３１年４月９日 

２２時４２分ごろ発生） 

神瀬 

知林ヶ島 

鹿児島港 

本港区 

22:18 

22:33 

22:35 
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           付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時  刻 

（時：分：秒） 

船  位※ 対地針路※

（°） 

船首方位※

（°） 

対地速力

（kn） 北  緯 

（°－′－″） 

東  経 

（°－′－″） 

22:30:05 31-33-13.9 130-35-35.3 338 338 13.1 

22:30:35 31-33-19.8 130-35-32.6 338 338 13.0 

22:31:05 31-33-26.0 130-35-29.8 338 338 12.9 

22:31:35 31-33-31.8 130-35-27.3 341 339 12.7 

22:32:05 31-33-38.0 130-35-24.7 340 338 12.5 

22:32:35 31-33-43.5 130-35-22.0 336 335 12.3 

22:33:05 31-33-49.1 130-35-18.8 334 335 12.0 

22:33:35 31-33-54.4 130-35-15.9 333 330 11.9 

22:34:05 31-33-59.2 130-35-12.3 326 328 10.7 

22:34:34 31-34-03.9 130-35-09.1 331 332 11.3 

2235:05 31-34-09.6 130-35-05.6 333 335 12.6 

22:35:34 31-34-15.1 130-35-02.4 334 336 12.7 

22:36:05 31-34-21.2 130-34-59.2 337 338 12.9 

22:36:34 31-34-26.9 130-34-56.4 337 338 12.9 

22:37:05 31-34-33.1 130-34-53.4 338 338 12.9 

22:37:34 31-34-38.9 130-34-50.7 339 338 12.9 

22:38:05 31-34-45.1 130-34-48.0 340 338 12.9 

22:38:34 31-34-51.0 130-34-45.5 339 338 12.9 

22:39:05 31-34-57.0 130-34-42.5 336 337 12.7 

22:39:34 31-35-02.6 130-34-39.7 337 338 12.5 

22:40:05 31-35-08.6 130-34-36.9 337 338 12.4 

22:40:34 31-35-14.1 130-34-34.1 337 339 12.3 

22:41:05 31-35-19.9 130-34-31.3 338 338 12.1 

22:41:13 31-35-21.4 130-34-30.6 337 338 12.1 

22:41:24 31-35-23.5 130-34-29.6 338 339 12.1 

22:41:35 31-35-25.6 130-34-28.7 338 337 12.0 

22:41:45 31-35-27.2 130-34-28.0 342 354 10.5 

22:41:50 31-35-28.1 130-34-28.0 353 353 9.9 

22:41:55 31-35-28.7 130-34-28.0 357 349 9.8 

22:41:58 31-35-29.2 130-34-28.0 357 346 9.8 

22:42:01 31-35-29.8 130-34-27.9 356 344 9.7 

22:42:05 31-35-30.4 130-34-27.7 351 345 9.4 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は

真方位である。 

 

 

 

 


